
  令和３年１０月２９日 

１，２年生 PTA会員 様 

貝塚市立第五中学校ＰＴＡ 

役員・委員一同 

ＰＴＡ役員候補者選出について（お知らせ） 

 

日に日に秋の深まりを感じる季節となりました。皆様方には、益々ご清栄のこととお慶び

申し上げます。また、平素は五中ＰＴＡ活動にご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、標記の件につきまして、以下の資料をよく御覧の上、皆様方のご理解を頂き、積極

的なご協力をお願いいたします。 

  
ＰＴＡ役員･委員選出の手引き 

 
１． 五中 PTAの概要 
 
名称は 貝塚市立第五中学校ＰＴＡ です。 事務局は第五中学校にあります。 

 
目的は １．生徒が家庭や学校や社会で、より豊かで幸せに活動するために尽力すること。 

２．会員相互の教養を高め、親睦を図ること。 
 

会員は 第五中学校の保護者、教職員です。 
 
役員は 会長（１名） 本会を代表し、会務を行う。 
 副会長（3名以下） 会長を補佐し、会長不在のときは代理を務める。 
 書記（１名） 当分の間、学校教職員があたり、すべての集会及び本会の

活動状況を記録する。また、集会の通知及び報告等を行う。 
 会計（１名） 本会の収入・支出の記録と領収書を保管し、会計簿をつけ

る。 
 会計監査(１名) その年度の会計を監査し、定期総会に報告する。 

 
必要に応じて参与（１名）を置くことができる。参与は会長の指名によりＰＴＡ総会の承認を経て任
命することができます。 
 参与（１名） 本会を代表して主に学校外でのＰＴＡ活動に専念する。又、

役員会、実行委員会、全委員会に出席することができる。参
与は定期総会の日より就任し、任期は次年度の定期総会ま
での１カ年とする。 

 
役員選考学級会 1・2 年生の各学級において、次年度の役員候補を選出するために学級の全

会員を召集する会で、学級委員が召集し運営します。役員選考学級会に欠
席する場合は委任状を各学級代表に提出してください。 

 
２． 役員の選出について 
 
役員の任期 定期総会で就任し、任期は次年度の定期総会までの１カ年です。  
  ただし、留任は妨げません。 
 
選出の調整 指名委員会が次年度の役員候補者の選出が円滑に実施できるよう調整しま

す。 



                               ※裏へつづきます 

 

役員の選出 役員選考学級会で各学年より 3名ずつ選出されます。 
 1・2年生の全会員が対象者です。ただし、本会の役員経験者は、その抽選か

ら除かれる権利はありますが、再選もかまいません。 
※次年度のことですから、補欠も選出しておいて下さい。 
 

選出の運営 役員選考（学級）会の運営はＰＴＡの当該学級委員で行います。 
 
被選出の方法 ①指名委員会が役員立候補の公示をします。  
 

②公示期間内に役員立候補者が現れたクラスは役員選考学級会を開き、候
補者が複数のときは無記名投票で、一人の時は無投票で承認します。 
公示期間内までに役員立候補者が現れないクラスは、被推薦者（本人の
承諾が必要）の募集をします。 

 
③役員選考学級会までに被推薦者（本人の承諾が必要）が現れたクラスは役
員選考学級会で、被推薦者（本人の承諾が必要）が複数のときは無記名投
票で、一人の時は無投票で承認します。 
役員選考学級会までに被推薦者が得られないクラスは役員選考学級会
で、話し合いもしくは抽選で選出します。 

 
抽選になった時、役員選考学級会に欠席の会員は出席会員の代理抽選に従います。 
※ 学年２クラスの場合、役員選考学級会は２クラス合同で開催することもあります。 
 

被選出者の報告  学級委員は選出された役員候補者と補欠者の氏名を２月末日までに指名委
員会に報告します。 

  
役員役職の決定 役員候補者の互選で決定します。 
 
候補者の公示 役職も互選された役員候補者は、指名委員会から次年度の役員候補者とし

て会員に公示されます。 
 
役員の承認 次年度の定期総会で承認 
 
３． 委員の選出について・・・・次年度４月の実施です。 
 
委員の選出 各学級は、当該の学年で６名（単学級の場合 5 名）の委員を新年度総会まで

に選出する。 
  但し、役員候補者は除きます。 
 
選出方法 役員の選出方法に準じます。 
  まず・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ①立候補 
  立候補者無き場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②推薦 
  被推薦者（本人の承諾が必要）無き場合は・・・・ ③話し合い、もしくは抽選 
 

注意① 話し合い、もしくは抽選になった時、委員選出の会合に欠席の会員は出席
会員の代理抽選をします。 

注意② 五中ＰＴＡの委員経験者は、その抽選から除かれる権利はありますが、再
選もかまいません。 

注意③ 選出の運営は学級担任と前年度役員・委員が相談の上、行う。但し、１年に
ついては前年度役員が、２・３年については前年度委員が行う。 

 



選出された委員は次の各委員会に所属します。 
１年委員会・・・・・・・①ＰＴＡ新聞せせらぎ編集 
２年委員会・・・・・・・①市ＰＴＡバレーボール大会・ソフトボール大会に向けての練習や

応援体制についての企画 
②体育大会への協力（ＰＴＡ種目や参加賞の検討） 

３年委員会・・・・・・ ①ＰＴＡ研修会の企画・運営 
   ②卒業式への協力 生徒へ贈る花の選定 

 
運営は各委員長が必要に応じて委員会を開催し、目的にあった活動をします。 

 

 

役員選出の流れ 

 

  指名委員会の結成 ＝（ＰＴＡ実行委員会） 

 

 

    公示   １１月 ９日（火） 

  立候補者の募集 

    締切   １１月１９日（金） 

 

 

  定足数に満たない場合    定足数を満たした場合 

 

    受付開始 １２月 ６日（月） 

被推薦者の募集 

                締め切り １２月１７日（金） 

 

 

  役員選考学級会の開催      １月２１日（金）午後 7時 

   ａ）立候補・被推薦者が定足数に満たない場合は候補者等の選出 

   ｂ）候補者の承認 

 

候補者による役職の互選     ２月  

 

 

指名委員会が候補者を公示   ４月上旬 

 

 

次年度定期総会で承認 

 

 


